
 

 

１ 県民運動の取組方針  
 
 
 
 
 
 
 
２ 取組みの概要  

 ○ 公共交通機関やＮＰＯ法人、関係団体、民間事業者等との連携により、県民や事業所を対象にエ

コ通勤※1、エコドライブ※2 等の取組みの必要性や効果を啓発するとともに、恒常的な実践を広く呼

びかける。 
※1 エコ通勤：マイカー通勤から公共交通機関、自転車、徒歩等による通勤へ（相乗り含む） 
※2 エコドライブ：ふんわりアクセル、加減速の少ない運転、アイドリングストップなど環境に配慮した運転 

 

３ 実施期間  

   令和２年４月１日～５月 31日 

 

４ スローガン  

   「 ふんわりアクセル 未来のために みんなで実践！ 」 

 

５ 重点ポイント  

   ① 公共交通機関（バス、電車）や自転車の利用促進 

   ② ふんわりアクセル エコドライブの推進      による CO2削減 

   ③ 宅配便の再配達削減 
 

６ 普及啓発事業  

（１）普及啓発ポスターの作成・配布 

   鉄道・バス会社と連携・協働し、関係施設へのポスター掲示等により、通勤等における公共交通

機関の利用促進を積極的にＰＲし、エコ通勤の普及拡大を図る。  

（２）「山形県総合交通安全センター」の電子掲示板による広報 

   山形県総合交通安全センターに設置された電子掲示板において普及啓発ポスターを表示し、来所

者に対しエコドライブの普及啓発を図る。  

（３）日本郵便との連携による宅配便の再配達削減の普及啓発 

   受取日時の指定などによる宅配便の再配達削減について普及啓発を行う。 

  （県内全郵便局での省エネ県民運動ポスターの掲示）  

（４）国民運動の普及啓発 

   地球温暖化対策のための「賢い選択」を促す『クール･チョイス』の普及啓発を図る。 

  ・ チョイス！エコカーキャンペーン 
  ・ できるだけ１回で受け取りませんかキャンペーン 等 

 

 

 

 「令和も笑顔で！省エネ県民運動」実施要綱に基づき、行楽等で出かける機会が多くなる春季にお

いて、エコ通勤やエコドライブ等の取組みを県民総ぐるみで実践し、本県の温室効果ガス（CO2）排

出量の約 25％を占める自動車部門の対策を推進する。 

「春のエコ通勤・エコドライブ推進県民運動」について 

エコペン©YOC 

「令和も笑顔で！省エネ県民運動」マスコットキャラクター 



７ 実践促進事業  

（１）「家庭のアクション」事業 

  ・ エコドライブ教室等の参加者に対し、受講内容を報告していただく「エコドライブアクション」

事業への参加を呼びかけ、県民のエコドライブを促進する。（抽選で協賛賞品を提供） 

（２）「事業所のアクション」事業 

  ・ ｢山形県地球温暖化対策推進事業所登録制度｣の実施により、事業所におけるエコドライブの実

践やエコカーの導入等の積極的な取組みを促進する。 

（３）「自動車のアクション」事業 

  ・ 県内自動車ディーラー各店において、環境マイスターが来店者に省エネ運転の方法等をアドバ

イスし、エコドライブの普及やエコカーの導入促進を図る。 

  ・ 春の観光シーズンに合わせ、電気自動車で巡る山形の旅を満喫していただくため、｢道の駅｣や「高

速道路」等の電気自動車用急速充電器の設置箇所の周知及び利用の促進を図る。 
 

８ 関係団体との連携  

（１）日本自動車販売協会連合会山形県支部との連携 

  ・ インターネット上で自動車の燃費管理やエコドライブの成果を把握することができる支援サイ

ト「やまがたカーライフ・エコ」への登録を呼びかけ、エコドライブに関する客観的なデータの

「見える化」を図ることにより、エコドライブの継続的な実践を促す。  
（２）ＮＰＯ法人山形県自動車公益センターとの連携 

  ・ エコドライブ教室を開催し、県民の参加の促進を図る。  
（３）山形県安全運転管理者協会との連携 

  ・ 山形県安全運転管理者協会が安全運転管理者等を対象に行う法定講習において、エコドライブ

講習を研修内容に組み入れて実施する。  
（４）山形県トラック協会との連携 

  ・ 協会における環境対策の推進の一環として、エコドライブに取り組む。  
（５）山形県バス協会との連携 

  ・ 協会における環境対策の推進の一環として、エコドライブに取り組む。 

  ・ 乗合バスに広告用バスマスクを装着し､エコ通勤・エコドライブの普及啓発を行う。  
（６）山形県指定自動車教習所協会との連携 

  ・ 県内の自動車教習所へのポスター掲示により、運転免許取得前からのエコドライブの普及を促

進する。 

  ・ 山形県指定自動車教習所協会が教習責任者等を対象に行う研修会等において、エコドライブの

普及を図る。【新規】  
（７）山形県ハイヤー協会との連携【新規】 

  ・ 山形県ハイヤー協会がタクシードライバーを対象に行う講習会において、エコドライブの普及

を図る。 

 

９ 広報計画  

（１）公共施設や民間企業、ＪＲ各駅（有人）等へのポスターの掲示  
（２）県庁「ジョンダナホール」（１階）におけるパネル・ポスター等の展示  
（３）県・市町村広報紙や県ホームページ、ラジオ（「やまがたドライビング・エコ」）、SNS、道路情報表示

装置（各総合支庁）等の各種広報媒体の活用  
（４）各種会議やイベント等の機会を捉えた普及啓発 


